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 私はＡ社とＢ社でスキマバイトをしていますが、そのバイトをしながらＣ社に正社員として働いており

ます。この場合の税務上の取り扱いは、どうなるのでしょうか？ 

 

解説 
 

１． Ａ社とＢ社のスキマバイトの取り扱い 

スキマバイトなど、一般的に働いた日ごとに給与の支払いがある日雇い給与では原則、日

額票の「丙欄」により源泉徴収を行います。丙欄で源泉税を計算できるのは、2 か月以内

の短期雇用スタッフで、その日の給与が 9300 円未満である場合は、源泉徴収は不要と

なります。 

２． Ｃ社の取り扱い 

正社員として働いているＣ社では、基本的に扶養控除等申告書を提出しているので、「甲

欄」により源泉税額を計算し、Ｃ社が支給する給与で年末調整を行います。Ａ社とＢ社が

支給する給与については、Ｃ社が行う年末調整の対象とはなりません。 

３． 確定申告 

2 か所以上から給与の支給を受ける者は、確定申告を行うのが原則です。なので、Ａ社と

Ｂ社とＣ社の給与をすべて合算して、確定申告を行います。 

ただし、すべての給与を合算しても、所得税の基礎控除以下である場合は、確定申告をし

なくても差し支えありません。なお、令和 8 年では基本的に給与収入が 178 万円以下の

場合、所得税はかからないので、確定申告は不要です。 

 

 

要するに… 
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 スキマバイトの給与に係る税務上の取り扱い 

スキマ時間に手軽に働くことができるスキマバイトが流行しています。ただし、正社員で働い

ている場合、その会社で年末調整を行い、その後、スキマバイトで得た収入を合算して確定申告

を行います。 

スキマバイトは基本的に年末調整の対象ではないのが一般的と思われますので、最終的に
確定申告が必要になるケースが多いです。 


